
〇概 要

多摩メディカル・キャンパス整備基本計画（平成 31（2019）年 3 月）等に基づき、東京都立がん

検診センターの精密検査機能を多摩総合医療センターに統合することなどに関して、中期目標の変更を

行う。

東京都立病院機構 第一期中期目標の変更について

・ 同センターの閉所後、機能を統合した多摩総合医療センターにおいて、令和７年度からがんの精密

検査を重点医療等とする旨を明記するため、中期目標の主な重点医療等一覧を更新

・ 関係箇所の文言を整理

・ 個人情報保護に関する法律（平成15年法律第57号）が改正され、令和５年４月１日から自治体等

に関する規定が施行されたことに伴い、中期目標の規定を整備

① 東京都立がん検診センターの閉所に伴う文言の整理等

② 法改正に伴う規定整備
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